
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前身頃域と後身頃域とを左右両脇部において接着することでウエスト開口と一対の脚周
り開口とを形成し、使用後に前記前後身頃域の接着部を破断して廃棄するパンツ型使い捨
ておむつにおいて、
　前記ウエスト開口の上縁部において、ウエスト周り方向に延設されたウエスト弾性部材
と；
　前記脚周り開口の縁部において、脚周り方向に延設された脚周り弾性部材とを備え、
　前記ウエスト周り及び脚周り弾性部材は、前記脇部の最外縁部まで達しており、
　前記左右両脇部には、前記ウエスト周り及び脚周り弾性部材を切断しない第１のシール
と、当該第１のシールの外側において前記弾性部材を切断する第２のシールとが形成され
、
　

こと
を特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項２】
　前記第１のシールを構成する前記各単位パターンの幅が０．５～３．０ｍｍであること
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前記第１のシールは、前記ウエスト周り弾性部材が延びる流れ方向に長い単位パターン
を前記脇部に沿って複数配置することで構成され、前記各単位パターンの前記流れ方向に
対する角度が５～３０°であり、
　前記第２のシールは、前記流れ方向に長い単位パターンを前記脇部に沿って複数配置さ
れるものであり、前記各単位パターンの流れ方向に対する角度が３０～７５°である



を特徴とする請求項 に記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項３】
　前記第２のシールを構成する前記各単位パターンの幅が０．１～０．５ｍｍであること
を特徴とする請求項 に記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項４】
　前記第１及び第２のシールの最大間隔が５ｍｍ以下であることを特徴とする請求項

に記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項５】
　前記接着部のシール強度が、８～４０Ｎ／２５ｍｍであることを特徴とする請求項

に記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項６】
　前身頃域と後身頃域とを左右両脇部において接着することでウエスト開口と一対の脚周
り開口とを形成し、使用後に前記前後身頃の接着部を破断して廃棄するパンツ型使い捨て
おむつの製造方法において、
　複数のおむつを連続して製造するための長尺状のおむつ基材を用意し；
　一定方向に流れる前記おむつ基材に対し、前記ウエスト開口と一対の脚周り開口に対応
する位置に弾性材を前記流れ方向に沿って連続的に接着し；
　前記おむつ基材に対し、前記前身頃域と後身頃域とを重ねて、当該前後身頃域の左右両
脇部に相当する位置を接着して前記接着部を形成し；
　隣り合う前記接着部間を切断することによって、個々のおむつに分割し；
　前記脇部に沿って前記接着部を形成する際に、前記弾性部材を切断しない第１のシール
と、当該第１のシールの外側において前記弾性部材を切断する第２のシールとを形成する

　

ことを
特徴とするパンツ型使い捨ておむつの製造方法。
【請求項７】

【請求項８】

【請求項９】

【請求項１０】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パンツ型の使い捨ておむつに関する。特に、使用後に前後身頃域の脇の接着部
を破断して廃棄するパンツ型使い捨ておむつの改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パンツ型の使い捨ておむつにおいては、立ったままで脱がすことができるように、両脇部
を破断できるような構造のものが従来からある。このようなおむつの製造に際しては、例
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工程を含み、
前記第１のシールは、前記ウエスト周り弾性部材が延びる流れ方向に長い単位パターン

を前記脇部に沿って複数配置することで構成し、前記各単位パターンの前記流れ方向に対
する角度を５～３０°とし、
　前記第２のシールは、前記流れ方向に長い単位パターンを前記脇部に沿って複数配置さ
れる構成とし、前記各単位パターンの流れ方向に対する角度を３０～７５°とする

　前記第１のシールを構成する前記各単位パターンの幅が０．５～３．０ｍｍであること
を特徴とする請求項６に記載のパンツ型使い捨ておむつの製造方法。

　前記第２のシールを構成する前記各単位パターンの幅が０．１～０．５ｍｍであること
を特徴とする請求項７又は８に記載のパンツ型使い捨ておむつの製造方法。

　前記第１及び第２のシールの最大間隔が５ｍｍ以下であることを特徴とする請求項６，
７又は８に記載のパンツ型使い捨ておむつの製造方法。

　前記接着部のシール強度が、８～４０Ｎ／２５ｍｍであることを特徴とする請求項６，
７，８，９又は１０に記載のパンツ型使い捨ておむつの製造方法。



えば、複数のおむつを連続して製造するための長尺状のおむつ基材を用意し；一定方向に
流れるおむつ基材に対し、ウエスト開口と一対の脚周り開口に対応する位置に弾性材（ゴ
ムなど）を流れ方向に沿って連続的に接着する。そして、おむつ基材に対し、前身頃域と
後身頃域とを重ねて、当該前後身頃域の左右両脇部に相当する位置を接着して接着部を形
成する。その後、隣り合う接着部間を切断することによって、個々のおむつに分割するよ
うになっている。
【０００３】
上記のようなパンツ型おむつを脱がす際には、左右一方又は両方の脇部において、接着部
を剥がして裂くようにおむつ本体を破断する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のような従来のおむつにおいては、脇部を破る時に接着部（シール部
）は容易に剥がれるものの、ゴムなどの弾性部材が切れずに残ってしまうことがある。そ
の結果、前後身頃を引き離すときにゴムが伸びてちぎれるため、跳ね返ったゴムが手に当
たることになる。
【０００５】
本発明は上記のような状況に鑑みて成されたものであり、おむつの脇部を破断する際に弾
性部材が不用意に跳ね返って手に当たるのを防止可能なパンツ型使い捨ておむつを提供す
ることを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
請求項１に記載のパンツ型使い捨ておむつは、前身頃域と後身頃域とを左右両脇部におい
て接着することでウエスト開口と一対の脚周り開口とを形成し、使用後に前記前後身頃域
の接着部を破断して廃棄するパンツ型使い捨ておむつを対象とする。そして、当該おむつ
は、前記ウエスト開口の上縁部において、ウエスト周り方向に延設されたウエスト弾性部
材と；前記脚周り開口の縁部において、脚周り方向に延設された脚周り弾性部材とを備え
る。また、前記ウエスト周り及び脚周り弾性部材は、前記脇部の最外縁部まで達している
。前記左右両脇部には、前記ウエスト周り及び脚周り弾性部材を切断しない第１のシール
と、当該第１のシールの外側において前記弾性部材を切断する第２のシールとが形成され
ている。
【０００７】
請求項２に記載の発明によれば、前記第１のシールは、前記ウエスト周り弾性部材が延び
る流れ方向に長い単位パターンを前記脇部に沿って複数配置することで構成され、前記各
単位パターンの前記流れ方向に対する角度が５～３０°である。
【０００８】
請求項３に記載の発明によれば、前記第１のシールを構成する前記各単位パターンの幅が
０．５～３．０ｍｍである。
【０００９】
請求項４に記載の発明によれば、前記第２のシールは、前記流れ方向に長い単位パターン
を前記脇部に沿って複数配置されるものであり、前記各単位パターンの流れ方向に対する
角度が３０～７５°である。
【００１０】
請求項５に記載の発明によれば、前記第２のシールを構成する前記各単位パターンの幅が
０．１～０．５ｍｍである。
【００１１】
請求項６に記載の発明によれば、前記第１及び第２のシールの最大間隔が５ｍｍ以下であ
る。
【００１２】
請求項７に記載の発明によれば、前記接着部のシール強度が、８～４０Ｎ／２５ｍｍであ
る。
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【００１３】
請求項８に記載の発明は、前身頃域と後身頃域とを左右両脇部において接着することでウ
エスト開口と一対の脚周り開口とを形成し、使用後に前記前後身頃の接着部を破断して廃
棄するパンツ型使い捨ておむつの製造方法を対象とする。そして、当該方法によれば、複
数のおむつを連続して製造するための長尺状のおむつ基材を用意し；一定方向に流れる前
記おむつ基材に対し、前記ウエスト開口と一対の脚周り開口に対応する位置に弾性材を前
記流れ方向に沿って連続的に接着し；前記おむつ基材に対し、前記前身頃域と後身頃域と
を重ねて、当該前後身頃域の左右両脇部に相当する位置を接着して前記接着部を形成し；
隣り合う前記接着部間を切断することによって、個々のおむつに分割し；前記脇部に沿っ
て前記接着部を形成する際に、前記弾性部材を切断しない第１のシールと、当該第１のシ
ールの外側において前記弾性部材を切断する第２のシールとを形成する。
【００１４】
【発明の実施の形態】
本発明に係るパンツ型使い捨ておむつは、前身頃域と後身頃域とを左右両脇部において接
着することでウエスト開口と一対の脚周り開口とを形成し、使用後に前後身頃域の接着部
を破断して廃棄するパンツ型使い捨ておむつに適用される。
【００１５】
図１は、本発明の第１の実施例に係るパンツ型使い捨ておむつ１０の構成を示す斜視図で
あり、前身頃２６側から見た様子を示す。図２は、第１の実施例に係るおむつ１０の構成
を示す斜視図であり、脇の接着部３０側から見た様子を示す。本実施例のおむつ１０は、
着用者の肌に接する液透過性の表面シートと、おむつ１０の外側に設けられた液不透過性
の裏面シートと、体液を吸収する吸収性コア１６とを備えている。基本的には、これら表
面シート、裏面シート、吸収性コア１６によっておむつ本体が構成される。
【００１６】
表面シートは、これに排泄された体液を吸収性コア１６に迅速に導き、吸収性コア１６に
一旦吸収された体液が表面シートの肌当接面へ逆流することが少ない構造となっている。
例えば、親水処理された不織布、又は、多数の開孔を付与したプラスチックフィルムなど
が使用される。裏面シートは、液不透過性を有するプラスチックフィルムや不織布、又は
、プラスチックフィルムや不織布とのラミネートによって構成することができる。吸収性
コア１６は、親水性繊維又は、親水性繊維や高吸収性ポリマー粒子から形成される。また
、熱可塑性合成繊維を混在させても良い。ここで、親水性繊維とは、例えば、粉砕パルプ
やレーヨンなどが挙げられる。
【００１７】
着用者のウエストに対応する部分にはウエスト開口部１２が形成され、脚周りに対応する
部分には脚開口部１４が形成されている。また、ウエスト開口部１２の縁部には長尺状の
弾性部材１８ａがホットメルト接着剤によって伸長状態で接着され、ウエストギャザー１
８を形成している。同様に、脚開口部１４の縁部には長尺状の弾性部材がホットメルト接
着剤によって伸長状態で接着され、レッグギャザー２０を形成している。ここで、後述す
る製法の関係上、ウエスト開口部１２に接着された弾性部材１８ａは、左右両脇部の最外
縁まで達している。また、脚開口部１４に接着された弾性部材は無端連続的に形成配置さ
れている。
【００１８】
前身頃域２６と後身頃域２８とは、左右脇部においてヒートシールされ、背着部３０を形
成している。図３は、第１の実施例に係るおむつ１０の接着部３０のシールパターン３２
，３４を示す平面図であり、図４は当該シールパターン３２，３４の詳細なサイズ、角度
を示す説明図である。なお、図３及び図４においてはウエスト開口部２１の周辺のみを示
すが、脚周り開口部１４の周辺についても同様の構造とすることが好ましい。
【００１９】
接着部３０は、弾性部材１８ａを切断しない第１のシール３２と、当該第１のシール３２
の外側において弾性部材を切断する第２のシール３４とから構成される。なお、説明の便
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宜上図示しないが、左右の接着部３０の間には、フィット性を向上させるために、横方向
（胴周り方向）に延びる胴周り弾性部材を設けてもよい。
【００２０】
本実施例に係るパンツ型使い捨ておむつ１０の製造に際しては、複数のおむつを連続して
製造するための長尺状のおむつ基材を用意し；一定方向（ＭＤ方向）に流れるおむつ基材
に対し、ウエスト開口１２と一対の脚周り開口１４に対応する位置に弾性材１８ａを流れ
方向に沿って連続的に接着する。次に、おむつ基材に対し、前身頃域と後身頃域とを重ね
て、当該前後身頃域の左右両脇部に相当する位置をヒートシール接着して接着部３０を形
成する。その後、隣り合う接着部３０間を切断することによって、個々のおむつに分割す
る。
【００２１】
図４に示すように、第１のシール３２は、流れ方向に長い単位パターンを脇部に沿って複
数配置されるものであり、各単位パターンの流れ方向に対する角度θ１を５～３０°とす
る。ここで、角度θ１が５°以下であると、弾性部材をシール３２で保持することが困難
となる。一方、３０°以上となると、シールパターン３２が弾性部材を切ってしまう可能
性が高くなる。なお、各単位パターンの幅Ｗ１は、０．５～３．０ｍｍとすることが好ま
しい。
【００２２】
第２のシール３４は、流れ方向に長い単位パターンを脇部に沿って複数配置されるもので
あり、各単位パターンの流れ方向に対する角度θ２を３０～７５°とする。ここで、角度
θ２が３０°以下であると、弾性部材１８ａを切断することが困難となる。一方、７５°
以上とすると、接着力が過剰になり、脇部を破断するのが困難となる。なお、各単位パタ
ーンの幅Ｗ２は、０．１～０．５ｍｍとすることが好ましい。
【００２３】
第１及び第２のシール３２，３４の最大間隔Ｄは、５ｍｍ以下とする。５ｍｍ以上離れる
と、接着部３０の破断時に残る弾性部材１８ａの長さが長くなり、跳ね返った弾性部材１
８ａが手に当たる可能性がある。
【００２４】
接着部３０全体のシール強度としては、８～４０Ｎ／２５ｍｍとすることが好ましい。シ
ール強度が８Ｎ／２５ｍｍ以下では、使用中に剥がれてしまう可能性がある。一方、シー
ル強度が４０Ｎ／２５ｍｍ以上となると、接着部を破断することが困難となる。
【００２５】
図５～図７は、本発明の第２，第３及び第４の実施例に係るおむつの接着部のシールパタ
ーンを示す平面図である。図５に示す第２の実施例に係るシールパターンでは、第２のシ
ール３４が連続的となっている。図６に示す第３の実施例に係るシールパターンでは、第
２のシール３４を構成する単位シールパターンが平行に配列されている。図７に示す第３
の実施例に係るシールパターンでは、第２のシール３４が連続的となり、第１のシールパ
ターン３２に近接又は接触している。
【００２６】
以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく
、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内で適宜設計変更可能であることは言うま
でもない。
【００２７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、おむつの脇部を破断する際に弾性部材が不用意に
跳ね返って手に当たるのを防止可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の第１の実施例に係るパンツ型使い捨ておむつの構成を示す斜視
図であり、前身頃側から見た様子を示す。
【図２】図２は、第１の実施例に係るおむつの構成を示す斜視図であり、脇の接着部側か
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ら見た様子を示す。
【図３】図３は、第１の実施例に係るおむつの接着部のシールパターンを示す平面図であ
る。
【図４】図４は、第１の実施例に係るおむつの接着部のシールパターンの詳細なサイズ、
角度を示す説明図である。
【図５】図５は、本発明の第２の実施例に係るおむつの接着部のシールパターンを示す平
面図である。
【図６】図６は、本発明の第３の実施例に係るおむつの接着部のシールパターンを示す平
面図である。
【図７】図７は、本発明の第４の実施例に係るおむつの接着部のシールパターンを示す平
面図である。
【符号の説明】
１０　　　パンツ型使い捨ておむつ
１２　　　ウエスト開口部
１４　　　脚開口部
１６　　　吸収性コア
１８　　　ウェストギャザー
１８ａ　　ウエスト弾性部材
２０　　　レッグギャザー
３０　　　接着部
３２　　　第１のシール
３４　　　第２のシール

10

20

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

(6) JP 3749855 B2 2006.3.1



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

(7) JP 3749855 B2 2006.3.1
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